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別 添  

放 置 違 反 金 等 に 係 る 滞 納 処 分 執 行 要 領  

第 １  趣 旨  

こ の 要 領 は 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。以 下「 法 」と い う 。）第 51条 の ４ 第 14項 の 規 定

に よ る 放 置 違 反 金 等 に 係 る 滞 納 処 分 の 執 行 に 関 し 、 千 葉 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 35年 千 葉 県 公

安 委 員 会 規 則 第 12号 。 以 下 「 細 則 」 と い う 。 ） そ の 他 別 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

第 ２  用 語 の 意 義  

こ の 要 領 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

１  徴 収 職 員  細 則 第 ５ 条 の ２ の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け 、 放 置 違 反 金 及 び 延 滞 金 （ 以 下

「 放 置 違 反 金 等 」 と い う 。 ） の 徴 収 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員 を い う 。  

２  滞 納 処 分  放 置 違 反 金 等 を 自 主 的 に 納 付 し な い 場 合 に 、 こ れ を 強 制 的 に 徴 収 す る た め の 手 続 を

い う 。  

３  滞 納 整 理  滞 納 処 分 の 執 行 及 び 滞 納 処 分 を 執 行 す る 上 で 必 要 な 催 促 、 財 産 調 査 等 の 一 連 の 事 務

手 続 を い う 。  

４  滞 納 者  放 置 違 反 金 等 の 納 付 義 務 者 で 、 納 付 す べ き 放 置 違 反 金 等 を 納 付 の 期 限 ま で に 納 付 し な

い も の を い う 。  

５  交 付 要 求  滞 納 者 の 財 産 に 対 し 、 す で に 先 行 す る 強 制 換 価 手 続 が 開 始 さ れ て い る 場 合 、 そ の 執

行 機 関 に 対 し て 、 換 価 代 金 の 中 か ら 滞 納 額 に 相 当 す る 金 額 の 配 当 を 求 め る こ と を い う 。  

第 ３  徴 収 職 員 の 指 定 等  

１  交 通 部 交 通 指 導 課 長 （ 以 下 「 交 通 指 導 課 長 」 と い う 。 ） は 、 課 員 の 中 か ら 徴 収 職 員 を 指 定 し 、

徴 収 職 員 証 （ 細 則 別 記 第 ４ 号 様 式 の ２ の ４ ） を 交 付 す る も の と す る 。  

２  徴 収 職 員 は 、 人 事 異 動 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 交 通 指 導 課 長 か ら 徴 収 職 員 の 指 定 を 解 除 さ れ た 場

合 に は 、 交 通 指 導 課 長 に 徴 収 職 員 証 を 返 納 す る も の と す る 。  

３  交 通 指 導 課 長 は 、 徴 収 職 員 証 管 理 簿 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、 徴 収 職 員 の 指 定 又 は 指 定 解 除

の 状 況 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  

第 ４  滞 納 整 理  

１  徴 収 職 員 は 、 滞 納 者 が 放 置 違 反 金 の 未 納 に よ り 督 促 を 受 け 、 当 該 督 促 に 係 る 督 促 状 を 発 出 し た

日 か ら 起 算 し て 10日 を 経 過 し た 日 ま で に 、 滞 納 者 が 放 置 違 反 金 を 完 納 し な い 場 合 に 滞 納 整 理 を 行

う も の と す る 。  

２  交 通 指 導 課 長 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） に よ る 徴 収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け

て 、 滞 納 整 理 を 決 定 す る も の と す る 。  

３  徴 収 職 員 は 、滞 納 整 理 の 執 行 が 決 定 さ れ た 場 合 は 、滞 納 整 理 下 命 処 理 確 認 簿（ 別 記 様 式 第 ３ 号 ）

に 所 要 事 項 を 記 載 し 、 処 理 状 況 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  

第 ５  書 類 の 送 達  

１  滞 納 整 理 に 関 す る 書 類 （ 以 下 「 書 類 」 と い う 。 ） は 、 郵 送 又 は 交 付 送 達 に よ り 、 そ の 送 達 を 受

け る べ き 者 の 住 所 、 居 所 、 事 務 所 又 は 事 業 所 に 送 達 す る も の と す る 。  

２  交 付 送 達 は 、 徴 収 職 員 が 前 記 １ の 規 定 に よ り 送 達 す べ き 場 所 に お い て 、 そ の 送 達 を 受 け る べ き

者 に 書 類 を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 そ の 者 に 異 議 が な い と き は 、 そ の 他 の 場 所 で 交 付

す る こ と が で き る 。  



３  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 交 付 送 達 は 、 前 記 ２ の 規 定 に よ る 交 付 に 代 え 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 行 為

に よ り 行 う も の と す る 。  

(１ ) 送 達 す べ き 場 所 に お い て 書 類 の 送 達 を 受 け る べ き 者 に 出 会 わ な い 場 合  そ の 使 用 人 そ の 他

の 従 業 者 又 は 同 居 の 者 で 、 書 類 の 受 領 に つ い て 相 当 の わ き ま え の あ る も の に 書 類 を 交 付 す る こ

と 。  

(２ ) 書 類 の 送 達 を 受 け る べ き 者 、 そ の 他 前 記 (１ )に 規 定 す る 者 が 送 達 す べ き 場 所 に い な い 場 合

又 は こ れ ら の 者 が 正 当 な 理 由 が な く 書 類 の 受 け 取 り を 拒 ん だ 場 合  送 達 す べ き 場 所 に 書 類 を 差

し 置 く こ と 。  

４  徴 収 職 員 は 、 交 付 送 達 に よ り 書 類 を 送 達 す る 場 合 は 、 送 達 記 録 書 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） を 作 成 す

る も の と す る 。  

５  交 通 指 導 課 長 は 、 送 達 す べ き 書 類 に つ い て 、 そ の 送 達 を 受 け る べ き 者 の 住 所 等 が 明 ら か で な い

場 合 又 は 外 国 に お い て す べ き 送 達 に つ き 困 難 な 事 情 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、公 示 送 達 書（ 別

記 様 式 第 ５ 号 ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し て 、 公 示 送 達 を 行 う も の と す る 。  

６  徴 収 職 員 は 、 郵 送 に よ る 送 達 又 は 公 示 送 達 を 行 っ た 場 合 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 に 所 要 事 項 を 記

載 し て お く も の と す る 。  

第 ６  催 促  

１  徴 収 職 員 は 、 滞 納 者 に 対 し 、 督 促 状 を 発 し て も 放 置 違 反 金 が 納 付 さ れ な い 場 合 は 、 納 付 の 催 促

を す る も の と す る 。  

２  徴 収 職 員 は 、 前 記 １ の 催 促 を 催 促 状 、 最 終 催 促 状 、 差 押 予 告 通 知 書 等 の 文 書 又 は 電 話 若 し く は

面 接 に よ り 行 っ た 場 合 は 、 そ の 状 況 を 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 に 記 載 し て お く も の と す る 。  

第 ７  財 産 の 調 査  

１  徴 収 職 員 は 、 滞 納 処 分 の 執 行 の た め に 、 滞 納 者 の 納 付 能 力 の 判 定 、 滞 納 者 の 財 産 の 有 無 等 に つ

い て 所 要 の 調 査 を 行 う も の と す る 。  

２  徴 収 職 員 は 、 財 産 調 査 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 状 況 を 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 に 記 載 し て お く も の と す

る 。  

第 ８  捜 索  

１  徴 収 職 員 は 、 滞 納 者 又 は 第 三 者 が 質 問 及 び 検 査 に 応 じ な い 場 合 、 質 問 及 び 検 査 を 行 っ た が 差 押

可 能 財 産 の 発 見 に 至 ら な か っ た 場 合 は 、 滞 納 者 の 物 、 住 居 そ の 他 の 場 所 に つ き 捜 索 す る も の と す

る 。  

２  徴 収 職 員 は 、 捜 索 を 行 っ た 場 合 は 、 捜 索 調 書 （ 別 記 様 式 第 ６ 号 ） 又 は 差 押 調 書 （ 別 記 様 式 第 ７

号 ） を 作 成 し 、 そ の 謄 本 を 捜 索 を 受 け た 滞 納 者 又 は 第 三 者 及 び こ れ ら の 者 以 外 の 立 会 人 が あ る と

き は 、 そ の 立 会 人 に 交 付 す る も の と す る 。  

３  徴 収 職 員 は 、 捜 索 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 状 況 を 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 に 記 載 し て お く も の と す る 。  

第 ９  財 産 の 差 押 え  

１  差 押 え の 決 定  

(１ ) 交 通 指 導 課 長 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 に よ る 徴 収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け て 、 差 押 え を 決

定 す る も の と す る 。  

(２ ) 徴 収 職 員 は 、 差 押 え が 決 定 さ れ た 場 合 は 、 差 押 財 産 管 理 簿 （ 別 記 様 式 第 ８ 号 ） に 所 要 事 項

を 記 載 し 、 処 理 状 況 を 明 ら か に し て お く も の と す る 。  

２  差 押 財 産 の 選 択  

差 押 財 産 の 選 択 は 、 滞 納 者 の 預 貯 金 、 給 料 等 （ 以 下 「 預 貯 金 等 」 と い う 。 ） の 換 価 の 必 要 が な

い も の 又 は 換 価 の 容 易 な も の で 滞 納 金 に 見 合 う も の と す る 。  

３  差 押 え の 手 続 等  

(１ ) 徴 収 職 員 は 、預 貯 金 等 の 差 押 え を 行 う と き は 、債 権 差 押 調 書（ 原 本 ）（ 別 記 様 式 第 ９ 号 ）、

債 権 差 押 調 書 （ 謄 本 ） （ 別 記 様 式 第 10号 ） 及 び 債 権 差 押 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 11号 ） を 作 成 し 、

債 権 差 押 通 知 書 を 金 融 機 関 等 の 第 三 債 務 者 に 、 債 権 差 押 調 書 （ 謄 本 ） を 滞 納 者 に 送 達 す る も の

と す る 。  

(２ ) 徴 収 職 員 は 、 差 し 押 さ え た 財 産 が 有 価 証 券 等 で あ っ た 場 合 は 、 交 通 指 導 課 長 に 速 や か に 引

き 渡 す と と も に 、 差 押 財 産 出 納 簿 （ 別 記 様 式 第 12号 ） に 記 載 し 、 そ の 出 納 状 況 を 明 ら か に し て

お く も の と す る 。  



４  差 押 え の 解 除  

(１ ) 差 押 解 除 の 決 定  

交 通 指 導 課 長 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 及 び 関 係 書 類 に よ る 徴 収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け て 、

差 押 解 除 を 決 定 す る も の と す る 。  

(２ ) 徴 収 職 員 は 、 滞 納 処 分 の 執 行 が 決 定 さ れ た 場 合 は 、 滞 納 者 、 金 融 機 関 等 の 第 三 債 務 者 及 び

質 権 者 等 の う ち 判 明 し て い る 者 に 、差 押 解 除 通 知 書（ 別 記 様 式 第 13号 ）を 送 達 す る も の と す る 。  

５  取 立 て  

(１ ) 徴 収 職 員 は 、 差 し 押 さ え た 財 産 が 預 貯 金 等 で あ る 場 合 は 、 速 や か に 取 立 て を 行 う も の と す

る 。  

(２ ) 徴 収 職 員 は 、 取 立 て を 行 っ た 場 合 は 、 配 当 計 算 書 （ 別 記 様 式 第 14号 ） を 作 成 し 、 そ の 謄 本

を 滞 納 者 に 送 達 す る も の と す る 。  

６  差 押 財 産 の 換 価  

(１ ) 交 通 指 導 課 長 は 、滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 及 び 関 係 書 類 に よ る 徴 収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け て 、

差 押 財 産 の 換 価 を 決 定 す る も の と す る 。  

(２ ) 徴 収 職 員 は 、 差 押 財 産 の 換 価 が 決 定 さ れ た 場 合 は 、 地 方 税 の 滞 納 処 分 の 例 に よ り 差 押 財 産

の 換 価 を 行 う も の と す る 。  

第 10 交 付 要 求  

１  交 通 指 導 課 長 は 、 交 付 要 求 を す る 場 合 は 、 強 制 換 価 手 続 を 行 っ た 執 行 機 関 に 交 付 要 求 書 （ 別 記

様 式 第 15号 ） 及 び 債 権 現 在 額 申 立 書 （ 別 記 様 式 第 16号 ） を 、 滞 納 者 及 び 質 権 者 等 の う ち 判 明 し て

い る 者 に 交 付 要 求 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 17号 ） を 送 達 す る も の と す る 。  

２  交 通 指 導 課 長 は 、 交 付 要 求 を 解 除 す る 場 合 は 、 当 該 執 行 機 関 、 滞 納 者 及 び 質 権 者 等 の う ち 判 明

し て い る 者 に 、 交 付 要 求 解 除 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 18号 ） を 送 達 す る も の と す る 。  

第 11 滞 納 処 分 の 執 行 停 止  

１  交 通 指 導 課 長 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 及 び 滞 納 処 分 執 行 停 止 決 定 書 （ 別 記 様 式 第 19号 ） に よ る 徴

収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 滞 納 処 分

執 行 停 止 を 決 定 す る も の と す る 。  

(１ ) 滞 納 処 分 を 執 行 で き る 財 産 が な い と き 。  

(２ ) 滞 納 処 分 を 執 行 す る こ と に よ っ て 、 そ の 生 活 を 著 し く 窮 迫 さ せ る お そ れ が あ る と き 。  

(３ ) そ の 所 在 及 び 滞 納 処 分 を 執 行 す る こ と が で き る 財 産 が 不 明 で あ る と き 。  

２  徴 収 職 員 は 、 滞 納 処 分 執 行 停 止 が 決 定 さ れ た 場 合 は 、 滞 納 処 分 執 行 停 止 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 20

号 ） を 滞 納 者 に 送 達 す る も の と す る 。  

第 12 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 の 取 消 し  

１  交 通 指 導 課 長 は 、 滞 納 整 理 兼 指 揮 簿 及 び 滞 納 処 分 執 行 停 止 取 消 決 定 書 （ 別 記 様 式 第 21号 ） に よ

る 徴 収 職 員 か ら の 指 揮 伺 い を 受 け て 、 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 止 し た 後 、 ３ 年 以 内 に 停 止 事 由 が 解 消

し た と 認 め る 場 合 は 、 滞 納 処 分 執 行 停 止 取 消 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  徴 収 職 員 は 、 滞 納 処 分 執 行 停 止 取 消 が 決 定 さ れ た 場 合 は 、 滞 納 処 分 執 行 停 止 取 消 通 知 書 （ 別 記

様 式 第 22号 ） を 滞 納 者 に 送 達 す る も の と す る 。  

第 13 不 納 欠 損 処 理  

１  交 通 指 導 課 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 放 置 違 反 金 を 不 納 欠 損 す る も の と し て 総 務

部 会 計 課 長 （ 以 下 「 会 計 課 長 」 と い う 。 ） に 報 告 す る も の と す る 。  

(１ ) 時 効 に よ り 消 滅 し た と き 。  

(２ ) 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 を し て ３ 年 を 経 過 し た と き 。  

(３ ) 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 止 し た 場 合 に お い て 、 放 置 違 反 金 を 徴 収 す る こ と が で き な い こ と が 明

ら か で あ る と き 。  

２  会 計 課 長 は 、 交 通 指 導 課 長 か ら の 報 告 を 受 け て 、 不 納 欠 損 処 理 を 行 う も の と す る 。  

 

以 下 様 式 省 略  


